
章 款 項 目

平成

令和

20始期

終期

　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による健康被害を未然に防止するため、水質基準に適合していな
い地下水を飲料水に使用している市民に対して、 水道給水管布設費に対する補助金を、または、
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除去するための家庭用浄水器設置費に対する補助金を交付。

市民（本市に居住し、住民基本台帳に記載されている者）
※家庭において地下水の水質汚濁に係る環境基準に適合していない
地下水を飲料水として使用しており、また、居住する住宅の敷地に
隣接する道路に、水道の配水管が布設されていないこと
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　地下水の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が高い地下水の改善は短期的にはできないため、硝酸性
窒素及び亜硝酸性窒素による健康被害を未然に防止し、安全な飲料水の確保を目指すため、上水
道への切り替え等を推奨していく。
　平成３１年３月現在
　市上水道を引いていない世帯　　　　　　　１８８世帯
　内、過去に環境基準超過したことがある世帯　７４世帯
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補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

○水道給水管布設費助成事業
　水道配水管から敷地まで給水管布設工事で費用が20万円以上又は工事延長が40メートル以上の工事。
　（事業費―２０万円）×２/３＝補助金の額（50万円上限、千円未満切捨て）
○浄水器設置費助成事業（浄水器の基準有）
　（浄水器の購入及び設置に要する費用）×２/３＝補助金の額（20万円上限、千円未満切捨て）
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年度の当該団体等の事業費の主な内訳  (市補助金が充当されていると思われるものから順に記載)  （単位：千円）
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

備
考

⇒ 0

備　　考

　水道管布設費助成の場合補助上限が高額である、また県内他市の水道関係への補助状況等を考慮し、水道管布設費助
成を廃止し、浄水器設置費助成についても、補助率及び補助上限の見直し検討を行ってほしい。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性
地下水を飲料水に使用する市民に対して、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に
よる健康被害を未然に防止するため今後も必要である。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直しの

総 合 評 価

判
　
定

水道給水管布設工事について、工事費が高額となり個人が負担するには厳
しく、申請に至らない場合が考えられる。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

　水道給水管布設費助成事業、浄水器設置費助成事業は申請者の選択となっているため、継続的な使
用が確認できない場合は、浄水器設置費助成事業を勧める等判定基準を設けることにより１件当たり
の補助金額の抑制を図る。

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

　今後人口減少、高齢化による水道事業の持続的運営が厳しくなるため、継続的使用を前提とした取
り扱いを行い、浄水器設置補助を勧める等の予算削減の必要がある。

　個人補助で上限５０万円と高額であることから、単年度に集中して申請があった場合、予算確保が
厳しい。（平成２６年度から予算未計上で、令和元年度は予算流用対応し、令和２年度は予算流用と
補正予算で対応した）

環境基準に適合しない地下水を飲用水として使用している世帯に対して、
安全な飲料水が確保された。
平成21年度～令和2年度実績　水道給水管布設2件、浄水器設置４件

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
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由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


